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○さいたま市徘徊高齢者等探索サービス事業実施要綱 

平成13年11月14日 

告示第593号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、徘徊
はいかい

高齢者等を在宅で介護する者に対し、探索サービスを行うことに

より、徘徊
はいかい

高齢者等を在宅で介護する者の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的

として行う徘徊
はいかい

高齢者等探索サービス事業について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「徘徊
はいかい

高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の高齢者で認知症による徘徊
はいかい

行動があるもの 

(2) 市内に住所を有する初老期における認知症の者で市長が特に必要と認めたもの 

２ この告示において「探索サービス」とは、徘徊
はいかい

高齢者等の早期保護及び安全の確保を図

るため、徘徊
はいかい

高齢者等に探索端末機を所持させ、当該徘徊
はいかい

高齢者等を在宅で介護する者か

らの探索依頼に基づき、位置情報探索装置による位置情報を提供するサービスをいう。 

（一部改正〔平成18年告示325号〕） 

（利用対象者） 

第３条 探索サービスを利用できる者（以下「利用対象者」という。）は、市内に住所を有

し、徘徊
はいかい

高齢者等を在宅で介護する者とする。 

（利用の申請） 

第４条 利用対象者は、探索サービスを利用しようとするときは、徘徊
はいかい

高齢者等探索サービ

ス利用申請書（様式第１号）により、市長に申請しなければならない。 

（利用可否の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否

を決定し、徘徊
はいかい

高齢者等探索サービス利用可否決定通知書（様式第２号）により、当該申

請をした利用対象者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、利用対象者に探索端末機を貸与す

るものとする。 

（変更等の届出） 

第６条 前条第１項の規定により探索サービスの利用を認められた者（以下「利用者」とい

う。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、徘徊
はいかい

高齢者等探索サービス利用変更（辞

退）届（様式第３号）により、速やかに市長に届け出なければならない。 
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(1) 利用者又は徘徊
はいかい

高齢者等の申請内容に変更があったとき。 

(2) 徘徊
はいかい

高齢者等が老人福祉施設等に入所又は病院に３月以上の入院をしたとき。 

(3) 徘徊
はいかい

高齢者等が死亡したとき。 

(4) 探索サービスの利用を辞退するとき。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、第９条第１項に規定する利用者

負担額を変更する必要があると認めるときは、前条第１項の規定による決定を変更し、そ

の旨を徘徊
はいかい

高齢者等探索サービス決定内容変更通知書（様式第４号）により、当該届出を

した利用者に通知するものとする。 

（一部改正〔令和５年告示556号〕） 

（目的外利用の禁止） 

第７条 利用者は、第１条の目的に反して探索サービスを利用してはならない。 

（利用決定の取消し） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、探索サービスの利用の決定を取り

消すものとする。 

(1) 利用者又は徘徊
はいかい

高齢者等が市内に住所を有しなくなったとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により探索サービスの利用の決定を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、探索サービスの利用を継続することが不適当と認めら

れるとき。 

２ 市長は、前項の規定により探索サービスの利用の決定を取り消す場合は、徘徊
はいかい

高齢者等

探索サービス利用取消通知書（様式第５号）により、利用者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた利用者は、貸与された探索端末機を返還しなければなら

ない。 

（一部改正〔令和５年告示556号〕） 

（費用の負担） 

第９条 利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、当該費用の額に

10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額を負担するものとする。 

(1) 探索サービスの開始に係る事務手数料、登録料等の２分の１に相当する額 

(2) 月額利用料として、探索サービスに係る月額の総費用の10分の１に相当する額 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、費用の負担を要しな

いものとする。 

(1) 利用者が生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護を受けている者であると
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き。 

(2) 利用者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付を受

けている者であるとき。 

(3) 利用者の世帯全員の市県民税が課されていないとき。 

（一部改正〔平成20年告示950号・22年838号・26年1387号〕） 

（その他） 

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日告示第325号） 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年９月12日告示第950号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条から第８条までの規定による改正後の告示の規定（中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律（平成６年法律第30号）による支援給付

に係る部分に限る。）は、平成20年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年６月28日告示第838号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年９月29日告示第1387号） 

この告示は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日告示第550号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月29日告示第556号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいたま市徘徊高齢者等探索サービ

ス事業実施要綱の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使
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用することができる。 
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様式第１号（第４条関係） 

（一部改正〔平成20年告示950号・31年550号・令和５年556号〕） 

様式第２号（第５条関係） 

（全部改正〔平成31年告示550号〕、一部改正〔令和５年告示556号〕） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

（追加〔令和５年告示556号〕） 

様式第５号（第８条関係） 

（一部改正〔令和５年告示556号〕） 

 


